
 
 
 
 

令和７・８年度 

吉川市給食用物資納入業者指定申請 

 

～申請の手引き～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登録内容の変更についても 

記載されているため、 

登録後も保管してください。 

 

○問い合わせ先○ 

 

吉川市教育委員会　教育総務課　学校給食センター 

　電話　０４８－９４０－０７９０ 

吉川市役所　保育幼稚園課　施設運営係 

電話　０４８－９８２－９５２８
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第一　申請の概要 

　令和７・８年度における吉川市教育委員会及び吉川市役所保育幼稚園課の使用する給食食材料等

の発注に際して指名を受けようとする方は、申請の区分に応じた吉川市給食用物資納入業者の指定

を受ける必要があります。 
 
 
 
１．申請資格要件 

次のいずれかに該当する者は、申請できません。 

ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の４第

１項の規定に該当する者 

イ　政令第１６７条の４第２項（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含

む。） 

ウ　国税（消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業者にあっては所得

税）について未納がある者。 

エ　申請日直前１年分の地方税（法人の場合は法人市民税、個人事業者の場合は個人市民税。

ただし、吉川市に営業所を有する場合に限る。）について未納がある者。 

オ　営業に関して、許可・届出・認可・登録等を受けることとされているもので、それらを

受けていない者 

 

２．指定登録期間について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
有 効 期 間 指定登録締結日から令和９年３月３１日まで
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第二　申請準備・提出方法 

 

１． 申請書類 

（１）配布書類 

令和７・８年度吉川市給食用物資納入業者指定申請の手引き 

（２）入手方法 

ア　吉川市ホームページからダウンロード 

　　（http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/）から様式のファイルをダウンロードできます。 

ダウンロードしたファイルを印刷する場合は、Ａ４用紙に鮮明に印刷してください。 

 

 

 

 

 

 

イ　吉川市教育委員会　教育総務課　学校給食センターにて配布 

　　　　　土曜、日曜及び祝日を除く開庁日の午前８時３０分～午後５時００分まで 

 

２． 提出方法 

（１）受付時間　　午前８時３０分～午後５時００分まで（土曜、日曜及び祝日を除く） 

（２）提出先　　　吉川市教育委員会　教育総務課　学校給食センター 

（吉川市大字川藤３２６５―１） 

直接、吉川市立学校給食センターに持参してください。（郵送不可） 

 

３． 申請の際の注意事項 

（１） 必要な書類をすべて受領した段階で受理致します。 

（２） 郵送での受け付けは行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ホームページ掲載場所～ 
○トップページ⇒○子育て・教育⇒○学校給食⇒〇【学校給食】に関するお知らせ 

⇒○令和７・８年度吉川市給食用物資納入業者指定申請
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第三　提出書類 

 

１． 提出書類の種類 

申請に必要な書類は次のとおりです。法人事業者と個人事業者で異なります。 

（●は必要がある場合に提出） 

 
 
 

 
書類名 内容

法

人

個

人
備考

 
①

吉川市給食用物資納

入業者指定申請書
〇必要事項を記入し提出する ○ ○ 様式１

 

② 納入希望カード

１． 納入希望先 

学校給食センターまたは市立保育所

のいずれか（両方でも可）希望する納

入先に○をつける 

２． 納入希望先までの所要時間 

単位は分で記入する 

３． 主な取り扱い食品 

記入された情報をもとに入札の案内

をするため、できるだけ詳しく記入す

る　（例）乾物類、冷凍食品、青果類など

○ ○ 様式２

 

③

法人登記簿謄本 

（登記事項証明書）

○申請受付日から３か月以内のもの 

※履歴事項全部証明書又はそれに準ずる

内容が含まれていること

○

 ④ 定款 写し ○

 
⑤ 代表者の身分証明書

○本籍地で発行（写し可） 

○申請受付日から３か月以内のもの
○

 

⑥ 決算書類

法人の場合 

〇申請日直前の１事業年度分の貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書の写しを提出する 

※営業期間が１年未満の場合は不要 

※決算期の変更により、決算期間が１２か

月に満たない場合は、前月と併せて１年

度分となるように提出する 

個人の場合 

〇資産証明書を提出する

○ ○
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書類名 内容

法

人

個

人
備考

 

⑦
法人税、所得税及び 

消費税納税証明書

〇申告先の税務署で発行する 

法人の場合 

〇法人税、消費税及び地方消費税につ

いての納税証明書を提出する 

（未納がないことを証明できる納税証明

書「その３の３」の写しで可） 

個人の場合 

〇所得税、消費税及び地方消費税につい

ての納税証明書を提出する 

（未納がないことを証明できる納税証明

書「その３の２」の写しで可） 

※新設の場合は要相談 

※消費税及び地方消費税の納税証明書

は、免税事業者の場合も提出する

○ ○
所管の 

税務署

 

⑧

市税納税証明書

法人の場合 

〇吉川市内に事業所（本社、支社、支店、

営業所、工場棟等）を有する場合は、申

請日直前１年度分の完納が証明できる

法人市民税の納税証明書を提出する

（納付未済額の欄が０であること） 

個人の場合 

〇吉川市内に事業所を有する場合（個人

事業主の住所が市内にある場合も含

む）は、申請日直前１年度分の完納が証

明できる代表者の個人市民税の納税証

明書（納付未済額の欄が０であること）又

は非課税証明書の写しを提出する

● ●
吉川市役所 

収納課

 ※吉川市に事業所を開設してから、１事業

年度を経ていない場合は、設立届の写

し（受理印のあるもの）又は営業証明書

を提出する。

課税課

 

⑨
立ち入り検査表または 

食品衛生監視票

〇食品衛生法に基づく許可業種である場

合、保健所の衛生監視票の写しを提出

する（申請受付日の６か月以内のもの）

● ●
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２．申請書類提出の注意事項 

（１）申請書類を提出する際には、申請書類の種類で定める①～⑭までの書類名順に並べ、ク

リップ等で止め、１部提出してください。 

（２）提出書類は裏面利用しないでください。 

（３）提出書類はＡ４サイズで作成してください。Ａ４サイズでないものは、縮小又は拡大す

るか、Ａ４サイズの紙にそのまま複写して作成してください。 

（４）申請書類の中で証明書等の写しを提出する場合には、申請受付日前３か月以内に発行さ

れたものとしてください。 

 

３．申請書類の記入方法 

　（１）申請書を手書きする場合は、黒のボールペンを使用し、楷書ではっきりと記入してくださ

い。こすると消えるボールペンは使用しないでください。 

　（２）登録事業所の欄には実際に契約等の取引を行う事業所情報を記入してください。 

 

 
書類名 内容

法

人

個

人
備考

 

⑩
食品衛生法による 

営業許可書または届出書

○食品衛生法に基づく許可業種である場

合、県知事又は保健所長の許可書の写

しを提出する 

〇食品衛生法に基づく届出業種である場

合、届出書の写しを提出する。

● ●

 

⑪ 従業員腸内細菌成績表

○食品の製造、取扱いに携わる者の保菌

検査の結果を提出する（検査項目にサ

ルモネラ菌・赤痢菌・病原性大腸菌 O－

１５７を含むこと） 

○申請受付日の１か月以内のものを提出

する

○ ○

 

⑫ 委任状

○支店長、営業所長等へ入札・契約の権

限を委任する場合、及び本社情報の代

表者氏名と異なる者が入札・契約を行う

場合に提出する

● ● 様式３

 
⑬ 使用印鑑届

○入札等の契約に関し使用する印鑑を押

印する
○ ○ 様式４

 

⑭ 案内図・平面図

○案内図－支店又は営業所までの案内図

を添付する 

○平面図－工場内や倉庫等の敷地内の

平面図を作成し、添付する

○ ○
様式５の１ 

様式５の２



- 7 - 

第四　その他 

 

１． 工場及び営業所の視察について 

新規申請者および市が必要と判断した場合、工場及び営業所の視察をさせていただきます。日

程は申請受付期間終了後、調整させていただきます。 

 

２． 審査結果の通知 

審査結果は手続き完了後、郵送にてお知らせします。 

 

３． 登録内容の変更 

指定登録後に変更が生じた場合は、速やかに変更届（様式６）を提出してください。 

 

４． 指定登録の取り消しについて 

次の各号に該当する場合、指定期間にかかわらず登録を取り消すことがあります。 

（１）吉川市教育委員会、吉川市立学校給食センター、吉川市役所保育幼稚園課、吉川市立保

育所の指示に違反したとき。 

（２）物資に関わる法令違反又は監督官庁の命令により業務を停止されたとき。 

（３）吉川市教育委員会及び吉川市役所保育幼稚園課の給食用物資見積依頼に対し、意思表示

のないとき。 

（４）給食用物資納入に関わる従業員の腸内細菌検査成績表の提出がなかったとき。 

 

 
変 更 事 項 添 付 書 類

 
本社の商号・名称及び所在地

○法人の場合　　　　　　　　○個人の場合 

登記簿謄本の写し　　　　　　添付書類なし

 電話番号 添付書類なし

 
資本金

○法人の場合　　　　　　　　○個人の場合 

登記簿謄本の写し　　　　　　添付書類なし

 

代表者

○法人の場合　　　　　　　　○個人の場合 

登記簿謄本の写し　　　　　　身分（身元）証明書 

※代理人を置いている場合は、委任状も再度提出

 代理人（新設を含む） 委任状

 代理人の勤務場所及び役職名 委任状

 代理人の勤務場所等の電話番号 添付書類なし

 使用印鑑 添付書類なし


